
 

施設認定 ・保険医療機関 

  ・労災保険指定病院 

  ・生活保護指定病院 

  ・原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱病院      

  ・身体障害者福祉法指定医 

  ・救急告示病院（広島地区病院群輪番制病院） 

 

施設基準 基本診療料 

   ・医療ＤＸ推進体制整備加算 

   ・急性期一般入院料４ 

   ・回復期リハビリテーション病棟入院料 1      

   ・療養病棟入院基本料１ 

   ・救急医療管理加算 

   ・超急性期脳卒中加算 

   ・診療録管理体制加算 3 

   ・急性期看護補助体制加算（２５対１:５割以上）・看護補助体制充実加算 

   ・地域加算５ 

   ・療養環境加算 

   ・療養病棟療養環境加算２ 

   ・栄養サポートチーム加算 

   ・医療安全対策加算２ 

   ・感染対策向上加算３ 

   ・後発医薬品使用体制加算１ 

   ・病棟薬剤業務実施加算１ 

   ・データ提出加算１・３－ロ 

   ・入退院支援加算２・地域連携診療計画加算 

   ・認知症ケア加算２ 

   ・せん妄ハイリスク患者ケア加算 

   

特掲診療料 

   ・地域連携診療計画加算 

   ・二次性骨折予防継続管理料２ 

   ・遠隔モニタリング加算（在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料） 

   ・薬剤管理指導料 

   ・脳刺激装置埋込術及び脳刺激装置交換術 

   ・脊髄刺激装置埋込術及び脊髄刺激装置交換術 

   ・神経学的検査 

   ・がん治療連携指導料 

   ・電子的診療情報評価料 

   ・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

   ・画像診断管理加算１・２ 

   ・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 



   ・運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

   ・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

   ・摂食機能療法の注３に掲げる摂食嚥下支援加算２ 

・集団コミュニケーション療法料 

   ・看護職員処遇改善評価料２７ 

   ・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

・入院ベースアップ評価料３７ 

 

入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ） 

 

看護体制 当院では下記の看護体制で診療を行っております。 

  日勤時間(8:30~17:30)準夜勤時間(16:30~0:30)深夜謹時間(0:00~9:00) 

 

  一般病棟（急性期一般入院料４）  

    １日７人以上の看護職員（看護師及び準看護師）が勤務しています  

    日 勤 時 間：看護職員１人当たりの受持ち数は１０人以内 

    準夜勤時間：看護職員１人当たりの受持ち数は１５人以内 

    深夜勤時間：看護職員１人当たりの受持ち数は１５人以内 

 

  回復期病棟（回復期リハビリテーション病棟入院料１）    

    １日５人以上の看護職員（看護師及び準看護師）及び看護補助者が勤務しています 

日 勤 時 間：看護職員及び看護補助者１人当たりの持ち数は６人以内 

    準夜勤時間：看護職員及び看護補助者１人当たりの受持ち数は１４人以内 

深夜勤時間：看護職員及び看護補助者１人当たりの受持ち数は１４人以内 

 

  療養病棟（療養病棟入院料１） 

    １日５人以上の看護職員（看護師及び準看護師）及び看護補助者が勤務しています 

    日 勤 時 間：看護職員及看護補助者１人当たりの受持ち数は８人以内 

    準夜勤時間：看護職員及び看護補助者１人当たりの受持ち数は１９人以内 

    深夜勤時間：看護職員員及び看護補助者１人当たりの受持ち数は１９人以内 

 

 

差額ベッド  当院の特別の療養環境室は以下の通りです。ご希望の方はご相談下さい。 

 

 

 

 

病室番号 病床数 料金 病室番号 病床数 料金 病室番号 病床数 料金 病室番号 病床数 料金

300 1 406 1 405 1 510 2 3,300

306 1 407 1 408 1

307 1 411 1 410 1

308 1 412 1 413 1

310 1

311 1

312 1

4,950

5,500 6,600



実費 当院では以下の項目について、その使用量・利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。 

    当院には売店がございませんのでご了承ください。 

 

 

入院中、日用消耗品をご使用される場合は下記料金が別途発生します。 

 

なお、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密着した「サービス」や「物」についての費用の徴収や「施設管

理費」等の曖昧な名目での費用徴収は一切認められていません。 

 

単位

1枚

1袋

1枚

1枚

1個

1個

1個

1個

1個

1個

1個

1袋

1袋

1袋

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1回

1回

1回

1回

1回

1回

1回

1回

1回

1回

1個

1個

1回

1枚3,667円

22,000円

インフルエンザ65歳以上（広島市）

インフルエンザ（一般）

肺炎球菌65歳以上・接種券あり（広島市）

肺炎球菌（一般）

おたふくかぜ

麻しん

帯状疱疹

帯状疱疹

新型コロナウイルス65歳以上（広島市）

新型コロナウイルス（一般）

3,200円

15,300円

2,000円

1,200円

7,700円

8,500円

7,000円

6,000円

8,000円

20,000円

550円

550円

1,600円

4,000円

4,600円

3,300円

5,500円

7,700円

220円

462円

242円

240円

1,617円

330円

451円

715円

1,313円

1,815円

836円

3,028円

1,557円

1,180円

2,200円

予防接種

お薬カレンダー

お薬ポケット

死後処置

ゆかた

領収証明書

ＣＤ－Ｒ（個人購入を希望の場合）

口腔ケア用品

つるりんこ

診断書料

公安委員会提出用

各種一般診断書・死亡診断書

測定及び計測等が必要な場合

詳細な内容及び複雑な記入が必要な診断書

特殊様式の診断書（保険会社からの質問用紙等）

お口うるる

（大）

（小）

（Quicly）

当院所定様式・おむつ使用証明書

品　　　名 料金(税込)

オムツ・洗浄パット

おしりふき

三角巾（個人購入を希望の場合）

Ｔ字帯（個人購入を希望の場合）

手首サポーター（個人購入を希望の場合）

スポジカ（10本）

口腔ケアウェッティ（詰替）

口腔ケアウェッティ（ボトル）

マウスウォッシュ

オーラルバランスジェル

1枚

単位

1日

1日

1日

1日

一般病棟・回復期病棟(A)

一般病棟・回復期病棟(B)

療養病棟(A)

おしぼり・吸い飲み・コップ・その他

おしぼり・吸い飲み・コップ・特殊寝衣貸出・タオル洗濯代・その他

おしぼり・吸い飲み・コップ・食事用エプロンの洗濯代・食事用スプーン・その他

療養病棟(B)

料金(税込)

110円

220円

440円

1,210円
おしぼり・吸い飲み・コップ・食事用エプロンの洗濯代・食事用スプーン・

特殊寝衣貸出・タオル洗濯代・その他

病棟区分 内　　容



医療情報取得加算 

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者さんの診療情報を取得・活用することにより質の高い 

医療の提供に努めている医療機関です。 

当該医療機関に来院した患者さんに対し、投薬情報・特定検診情報その他の必要な情報を取得して診療等を 

行っています。  

 

医療DX推進体制整備加算  

当院では、令和６年６月診療報酬改定に伴う医療DX推進体制整備加算について、以下のように対応します。 

・オンライン請求を行います。  

・オンライン資格確認を行う体制を有しています。 

・医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において 

閲覧または活用できる体制を有しています。 

・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。 

・医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して 

診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。 

 

 

一般名処方加算 

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。 

・後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした 

一般名処方（※一般的な名称により処方箋を発行すること）を行う場合があります。 

・一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすく 

なります。 

 

※一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお

薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。 

ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

 

後発医薬品使用体制加算 

当院では後発医薬品（ジェネリック医薬品：先発医薬品と同じ成分を含み、同じ効果が期待できる医薬品）の 

使用に積極的に取り組んでおり、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の代替品の提供や用量・投与日数 

などの処方変更に関して適切な対応を行います。 

ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 


